
泉大津市会計年度任用職員（面接相談員）採用試験要領 

 

                    令 和 ６ 年 １ ２ 月  

泉大津市保険福祉部生活福祉課 

 

１．採用予定職種、受験資格及び採用予定人数 

職  種 受験資格（①③④または②③④に該当する人） 採用予定人数 

面接相談員 

① 社会福祉主事任用資格を有する人で福祉関係の相談

業務の実務経験がある人 

② 社会福祉士資格を有する人で福祉関係の相談業務の

実務経験がある人 

③ 応募の翌々月１日現在で６５歳未満の人 

④ 地方公務員法第１６条（欠格事項）のいずれにも該当しな

い人 

１名 

《参考》地方公務員法第１６条【欠格条項】 

１． 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

２． 泉大津市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

３． 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第 60 条から第 63 条までに規定する罪を

犯し刑に処せられた者 

４． 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張

する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

《参考》社会福祉主事任用資格 

社会福祉法第１９条に規定のある社会福祉主事としての任用資格を有する人 

※ 社会福祉主事の任用資格として次の１～３のいずれかに該当が必要です。 

 １ 大学等において、厚生労働大臣の指定する科目を３科目以上修めて卒業した人 

 ２ 厚生労働大臣の指定する養成機関または講習会の課程を修了した人 

 ３ 社会福祉士、精神保健福祉士等 

※指定の３科目につきましては、卒業年度により異なることがあります。                

平成 12 年～現在までの卒業者（平成 12 年 3 月 31 日 厚生省告示第 153 号）                

社会福祉概論、社会保障論、社会福祉行政論、公的扶助論、身体障害者福祉論、老人福祉論、児童福祉

論、家庭福祉論、知的障害者福祉論、精神障害者保健福祉論、社会学、心理学、社会福祉施設経営論、

社会福祉援助技術論、社会福祉事業史、地域福祉論、保育理論、社会福祉調査論、医学一般、看護学、

公衆衛生学、栄養学、家政学、倫理学、教育学、経済学、経済政策、社会政策、法学、民法、行政法、

医療社会事業論、リハビリテーション論、介護概論 

◇主として四年制大学の社会学関係学部や福祉関係の学部で履修されています。 

 

２．試験日時等 

（１）試験内容  面接試験（１５分程度） 



 

（２）日  時  応募者と相談の上、随時決定します。 

 

（３）試験会場  泉大津市役所 

 

（４）結果発表  合否にかかわらず本人に通知します。 

 

３．勤務条件等 

（１）任用期間 

   応募の翌月または翌々月の１日から令和７年３月３１日まで。なお、次年度の採用

については公募による試験を実施し、合格した場合は再度任用することができます。 

   ※毎年度、任用後の１カ月間は、条件付任用期間となります。 

 

（２）業務内容 

   ・生活保護受給等についての面接相談に応じ、生活に必要な情報の提供及び助言な

どを行うこと 

   ・ケースワーカーの事務補助を行うこと 

   ・その他、所属長が指示する事務 

 

（３） 勤務日数・休暇等 

勤務日数は、週４日（午前９時から午後５時）又は５日（午前１０時から午後４時

３０分）とし、１週の勤務時間は２９時間とします。なお、勤務日数、時間帯につい

ては、所属長が当該職場の業務状況に応じて決定します。 

 

（４） 服務 

地方公務員法に規定する服務及び懲戒に関する規定が適用されます。 

 

４．報酬等 

（１）報酬（年収） 

職  種 報酬見込（年収） 

社会福祉主事任用資格を有する人 ２２２万円（初任給）～２８３万円程度 

社会福祉士資格を有する人 ２６１万円（初任給）～２８３万円程度 

上記報酬は、報酬月額に期末・勤勉手当（賞与）等を含んだ額となっています。 

なお、報酬は初任給に本市職員としての経歴を勘案して決定します。 

※ 上記報酬は現在の見込額であり、今後の給与改定等により変更することがあります。 

 

（２） 報酬に関する事項 

・報酬の支給日は、毎月２１日です。 

※ 支給日が土曜日、日曜日、祝日の場合はその前日、前々日 



・交通費をそれぞれの条件に応じて支給します。 

※ 市内在住者については、交通費の支給はありません。 

・次年度に再度任用された場合、会計年度任用職員としての経験を加味した昇給制度が

あります。 

 

５．受験申込 

（１） 受付期間・場所 

令和６年１２月１０日（火曜日）から採用者が決定するまで 

（土、日、祝日及び１２月２８日から１月５日までの年末年始は除く。） 

受付場所：泉大津市役所１階 生活福祉課（７番窓口） 

 

（２） 提出書類【窓口】（①は本市所定用紙） 

① 泉大津市面接相談員会計年度任用職員採用試験申込書 

② 所有資格にかかる免許証等の写し 

 

（３） 郵送による受験申込（①②は本市所定用紙） 

封筒の裏に『面接相談員採用試験申込』と朱書きし、提出書類①～④を同封してく

ださい 

① 泉大津市面接相談員会計年度任用職員採用試験申込書 

② 返信用封筒（受験票返送用） 

定形封筒[23.5cm×12.0㎝以内]に郵便番号、住所、氏名を明記してください。 

③ ３２０円切手（返信用封筒に貼り付けてください。特定記録郵便で返送します。） 

④ 所有資格にかかる免許証等の写し 

 

〇郵送先：〒595-8686 泉大津市東雲町９番１２号  

泉大津市保険福祉部生活福祉課 

 

６．その他 

（１） 申込書の記載事項が正しくない事が判明した場合は、合格を取消すことがあります。 

（２） 受験票は試験当日必ず持参してください。 

（３） 試験当日に遅参された方は受験できない場合があります。 

（４） 提出された書類（申込書等）は返却できません。 

 

７．問い合わせ先 

〒595-8686 泉大津市東雲町９番１２号 

      泉大津市保険福祉部生活福祉課 

     （電話）０７２５－３３－１１３１ （内線）２１１７ 


